
○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
技
能
検
定
、
技
能
教
習
又
は
学
科
教
習
に
つ
い
て
の
技
能
又
は
知
識
に
関
す
る
講
習
で
あ
っ
て
当
該
講
習
を
修
了
し
た

者
が
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
に
お
い
て
一
定
の
審
査
細
目
に
つ
い
て
審
査
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
講
習

及
び
当
該
免
除
さ
れ
る
審
査
細
目
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

河
野

太
郎

一

技
能
検
定
に
つ
い
て
の
技
能
又
は
知
識
に
関
す
る
講
習

講

習

免
除
さ
れ
る
審
査
細
目

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
技
能
検
定
員

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
技
能
検

（
大
型
）
課
程

定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
並
び
に
自
動
車
の

運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
技
能
検
定
員

技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
技
能
検



（
中
型
）
課
程

定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
並
び
に
自
動
車
の

運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
技
能
検
定
員

技
能
検
定
員
審
査
（
準
中
型
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
技
能

（
準
中
型
）
課
程

検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
並
び
に
自
動
車

の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
技
能
検
定
員

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
技
能
検

（
普
通
）
課
程

定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
並
び
に
自
動
車
の

運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
技
能
検
定
員

技
能
検
定
員
審
査
（
大
自
二
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
技
能

（
大
自
二
）
課
程

検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
並
び
に
自
動
車

の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
技
能
検
定
員

技
能
検
定
員
審
査
（
普
自
二
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
技
能

（
普
自
二
）
課
程

検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
並
び
に
自
動
車



の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
技
能
検
定
員

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
技

（
大
型
二
種
）
課
程

能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
並
び
に
自
動

車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
技
能
検
定
員

技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二
種
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
技

（
中
型
二
種
）
課
程

能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
並
び
に
自
動

車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
技
能
検
定
員

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
二
種
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
技

（
普
通
二
種
）
課
程

能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
並
び
に
自
動

車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

二

技
能
教
習
又
は
学
科
教
習
の
技
能
又
は
知
識
に
関
す
る
講
習

講

習

免
除
さ
れ
る
審
査
細
目

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
教
習
指
導
員

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
教
習
指



（
大
型
）
課
程

導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
、
技
能
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能
及
び
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に

つ
い
て
の
知
識

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
教
習
指
導
員

教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
教
習
指

（
中
型
）
課
程

導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
、
技
能
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能
及
び
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に

つ
い
て
の
知
識

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
教
習
指
導
員

教
習
指
導
員
審
査
（
準
中
型
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
教
習

（
準
中
型
）
課
程

指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
、
技
能
教
習
に

必
要
な
教
習
の
技
能
及
び
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育

に
つ
い
て
の
知
識

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
教
習
指
導
員

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
教
習
指

（
普
通
）
課
程

導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
、
技
能
教
習
に
必



要
な
教
習
の
技
能
及
び
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に

つ
い
て
の
知
識

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
教
習
指
導
員

教
習
指
導
員
審
査
（
大
自
二
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
教
習

（
大
自
二
）
課
程

指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
、
技
能
教
習
に

必
要
な
教
習
の
技
能
及
び
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育

に
つ
い
て
の
知
識

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
教
習
指
導
員

教
習
指
導
員
審
査
（
普
自
二
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
教
習

（
普
自
二
）
課
程

指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
、
技
能
教
習
に

必
要
な
教
習
の
技
能
及
び
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育

に
つ
い
て
の
知
識

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
教
習
指
導
員

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
教

（
大
型
二
種
）
課
程

習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
及
び
技
能
教

習
に
必
要
な
教
習
の
技
能



自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
教
習
指
導
員

教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二
種
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
教

（
中
型
二
種
）
課
程

習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
及
び
技
能
教

習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
新
任
教
習
指
導
員

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
二
種
）
の
審
査
細
目
の
う
ち
、
教

（
普
通
二
種
）
課
程

習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能
及
び
技
能
教

習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九

年
三
月
十
二
日
。
以
下
「
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
七
号
（
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
技
能
検
定
、
技
能
教
習
又
は
学
科
教
習
に
つ
い
て
の
技
能
又
は
知
識
に
関
す
る
講
習
で
あ
っ
て
当
該
講
習
を
修
了

し
た
者
が
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
に
お
い
て
一
定
の
審
査
細
目
に
つ
い
て
審
査
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
講
習
及
び
当
該
免
除
さ
れ
る
審
査
細
目
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。



３

改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
現
に
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
た
講
習
で
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
修
了
し

て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
改
正
法
施
行
日
以
後
に
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
講
習
で
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も

の
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

新
任
技
能
検
定
員
（
中
型
）
課
程

新
任
技
能
検
定
員
（
中
型
）
課
程

新
任
技
能
検
定
員
（
普
通
）
課
程

新
任
技
能
検
定
員
（
普
通
）
課
程

新
任
技
能
検
定
員
（
中
型
二
種
）
課
程

新
任
技
能
検
定
員
（
中
型
二
種
）
課
程

新
任
技
能
検
定
員
（
普
通
二
種
）
課
程

新
任
技
能
検
定
員
（
普
通
二
種
）
課
程

新
任
教
習
指
導
員
（
中
型
）
課
程

新
任
教
習
指
導
員
（
中
型
）
課
程

新
任
教
習
指
導
員
（
普
通
）
課
程

新
任
教
習
指
導
員
（
普
通
）
課
程

新
任
教
習
指
導
員
（
中
型
二
種
）
課
程

新
任
教
習
指
導
員
（
中
型
二
種
）
課
程

新
任
教
習
指
導
員
（
普
通
二
種
）
課
程

新
任
教
習
指
導
員
（
普
通
二
種
）
課
程


